
与野中央公園調節池
建設工事に関する説明会

令和４年７月１８日（月・祝日・海の日）

①9:30～10:30

②11:00～12:00

令和４年７月１９日（火）

③18:30～19:30

④20:00～21:00

埼玉県さいたま県土整備事務所



本日の工事説明会について

■埼玉県では、台風や集中豪雨による水害から県民の生命と財産を守るため、河川改修
や調節池などを整備することにより治水対策を進めています。

■鴻沼川の上流流域では１時間あたり50mmの降雨に対応するため、改修事業を進めて
きました。

今年度より与野中央公園予定地内に一体型調節池を建設する工事に着手していきます。

■本日の工事説明会は、この調節池の整備にあたり周辺にお住いの皆様に、工事につい
てのご理解やご協力を頂くことを目的としています。

1



○鴻沼川の概要と鴻沼川改修事業
鴻沼川は、昭和２８年から 農業排水路 として整備されるが、
流域の都市化に伴い 都市下水路 に大きく変貌

平成２年に鴻沼排水関係ニケ土地改良区連合
→３市（旧浦和市、旧与野市、旧大宮市）へ管理移管
し、準用河川に

平成９年に 一級河川に 指定
→埼玉県が管理移管

鴻沼川改良工事全体計画書を策定
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農業排水路が
一級河川に！

浸水被害が多発
（昭和57年、６１年、

平成３年、５年、

９年、１０年）



平成１０年９月の台風５号により、
床上浸水家屋1,826戸、床下浸水家屋１,９４９戸、

併せて3,775戸の大きな浸水被害を受ける

この被害状況を踏まえ「鴻沼川全体計画書」を変更

下流側では、「河川激甚災害対策特別緊急事業」
（激特事業）

＋

上流側では、「床上浸水対策特別緊急事業」（床上事業）

浸水被害が多発
（昭和57年、６１年、

平成３年、５年、

９年、１０年）

荒川水系 荒川左岸ブロック河川整備計画を公表 平成１８年２月
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翌年

河川法改正
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与野中央公園調節池

荒川水系荒川左岸ブロック河川整備計画 平成１８年２月
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流域で最後の
調節池
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（１）調節池の概要

（２）全体スケジュール

（３）家屋調査（事前・事後）・周辺調査について

（４）市道の廃道に伴う迂回路について

与野中央公園調節池建設工事について
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～与野中央公園建設予定地を北側上空から望む（イメージパース）～

中里橋
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一体型調節池



施設概要

調節池容量：約４万５千㎥（河川調節容量+開発調整容量）

調節池規模：約１．５ha（深さ約4.６m）

主要施設 ：調節池、越流堤、排水樋管、排水ポンプなど
※調節池の底面はさいたま市による公園利用を計画

総工事費 ：約７０億円（内、用地買収費約３１億円）

工事期間 ：令和３年度から令和８年度（予定）
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施設概要

樋管・排水ポンプ

越流堤

池

護岸ブロック

スロープ（車）

スロープ（人）

～与野中央公園建設予定地を北側上空から望む（イメージパース）～
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園路橋

中里橋



～与野中央公園建設予定地を南東上空から望む（イメージパース）～

階段ブック

階段ブロック
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全体スケジュール（予定）

事業損失
補償
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事前 事後



家屋調査（事前）

工 事

家屋調査（事後）

屋内

柱や床の傾斜測定

壁や建具等の状況把握（写真撮影含む）

屋外

壁や塀等の傾斜測定

土間や扉等の状況把握（写真撮影含む）

家屋調査は、調節池に近接した家屋等を対象とします。

家屋調査（事前）は、令和４年５月から調査を進めています。
工事完了後に行う家屋調査（事後）との損害状況を比較することで、対象物の損害等に対する措置を迅
速かつ的確に行うことを目的に実施するものです。

調査物件をお持ちの方々には、大変ご迷惑をおかけしますが調査にご協力をお願いします。
※撮影した写真を含む個人情報は慎重に管理いたします。

家屋調査（事前・事後）・周辺調査について
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家屋・周辺調査について

地下水位調査 調節池とその周辺地 層別沈下及び地下水位を観測

調査は、令和３年１２月から調査し、工事完了後まで観測していきます。

地盤変動調査 調節池とその周辺地 鋲などを設置し、定点観測

調査は、令和４年８月から調査し、工事完了後まで観測していきます。
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○市道の廃道に伴う迂回路
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○市道の廃道に伴う迂回路

市道500号線は
８月末〜

廃道となります。

迂回路は現地看板
にて案内します。

歩行者

車両
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作業時間

■現場の作業時間は、原則 8:00～17:00の時間帯に行い
ます。
ただし、特殊車両による資機材を運搬する場合は、早朝・夜
間の時間帯に行います。

■日曜日・祝祭日は作業しません。
ただし、緊急を要する場合を除く。
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お問い合わせ先

埼玉県さいたま県土整備事務所

URL;
https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki
/b1001/index.html

さいたま市都市局
みどり公園推進部

〒336-0027
さいたま市南区沼影2-4-7

TEL; 048-861-2495
FAX;048-866-9713

河川・鴻沼川改修事業担当

〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6-4-4

TEL; 048-829-1420
FAX;048-829-1979

都市公園課計画係

※ 施工業者は、現地に工事看板にて表示します。
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https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki

